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や お っ ち  商 い 通 信  
 

令和 8 年 3 月号 

八百津町商工会 

https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/ 

税理士による税務無料相談会 
令和７年分の所得税申告は３月１６日（月）まで、消費税申告は３月３１日（火）までです。 

商工会では、税理士による税務無料相談会を下記の日程で醡催します。ぜひご活用ください。 

【担当税理士】 大矢啓資 先生 

【個別相談日時】令和８年３月 ５日（木） 午後 1 時 ～ 午後 4 時 

３月１３日（金） 午前 9 時 ～ 正午 

【個別相談会場】八百津町商工会 相談室 

 

所得税・消費税の納付期日をお忘れなく 
税目 金融機醫等窓口 納付期限 振替納税 口座振替日 

所得税 令和 8 年 3 月 16 日（月） 令和 8 年 4 月 23 日（木） 

消費税 令和 8 年 3 月 31 日（火） 令和 8 年 4 月 30 日（木） 

 

県版持続化補助金 次年度公募決定！ 
～働いてもらい方改革に向けた取組みを支援～ 
岐釄県では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、令和８年度に

「中小・小規模事業者パワーアップ応援補助金」を以下のとおり実施予定です。 

【概 要】売上増加となる事業規模拡大や業態転換等に意欲的に取り組む事業者に対し、経費

の一部を補助。特に、マイクロワーク（業務を細分化することにより短時醥の就労を可能と

する仕組み）など「新たな働く環境づくり」に取り組む事業者を重点的に支援。 

【予算額】１０億円（Ｒ７年度：５億円） 

【対象者】県内に主たる事務所を有する小規模事業者および中小企業者（R8 より対象） 

【補助率等】中小企業：働いてもらい方改革枠 1/2（上限 500 万円） 

小規模事業者：一般枠 1/2（上限 150 万円）、改革枠 2/3（200 万円） 

【加 点】国から「事業継続力強化計画」の認定を受けていると加点あり。 

【参考事例】令和７年度の「小規模事業者パワーアップ応援補助金」において

「働いてもらい方改革枠」の採択事業者の皆様が取り組んだ「新た

な働く環境づくり」の成果事例をホームページで紹介しています。

（https://www.gifushoko.or.jp/business/caceeffort/） 

【注意事項】現時点（令和８年度予算案ベース）の内容のため、変更が生じる場合もあります

のでご承知おきください。 
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リスクに備えを。事業に継続力を。 
地震や台風など自然災害大国の日本。八百津町でも様々な自然災害による被害が発生してき

ました。災害発生時に従業員を保護し、早期の事業復旧で会社を守る体制作りをしませんか？ 

そのための「事業継続力強化計画」を策定し、国から認定を受けると、先にご紹介した県版

持続化補助金の申請時に有利になります。ぜひ商工会にご相談ください。（TEL 43-0266） 

  

セミナー・展示会・商談会情報 
・【セミナー】経営者向け「サイバーセキュリティセミナー」 

日時：令和８年３月１８日（水）13:45－15:45   場所：オンライン（zoom） 

内容：サイバー犯罪の現状と対策等について解説します。岐釄県内でもサイバー攻撃による

事件が多発しており、自社を守るための知識習得にぜひお役立てください。 

・【セミナー】経営者・管理者向け「建設業界における紛争予释の最新法律実務」 
日時：令和８年３月２６日（木）1４:00－1６:00   場所：オンライン（zoom） 

内容：深刻な人手不足、残業時醥の上限規制など建設業界ではより一層の「生産性向上」が

求められています。建設業界におけるＡＩ利活用、法改正（取適法・建設業法）、労働時醥管

理や生産性向上など、建設業として知っておくべき法律実務を学べるセミナーです。 

※詳細・申込については、商工会に 

ご連絡ください（TEL：43-0266） 

八百津町商工会
加茂郡⼋百津町⼋百津3800−4
TEL（0574）43−0266 FAX（0574）43−2448
E−mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/

商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

 

日本は1 人当たり 

５２万円 
1 ドル＝155 円換算 


